
（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 42,100千円

（歳出） 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 613,910千円

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

当初予算額
国・道支出金 地方債 その他

地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

その他

53,715 165 1,400 789 6,851 44,510

199,830 142,361 1,000 7,533 48,936

163,214 49,998 61,342 6,920 44,954

416,759 192,524 1,400 63,131 21,304 138,400

25,897 14,951 1,460 9,486

57,999 2,941 7,345 47,713

78,171 11,186 8,935 58,050

162,067 29,078 17,740 115,249

9,076 1,907 5,000 114 274 1,781

11,495 6 1,533 9,956

14,513 1,768 3,380 1,249 8,116

35,084 3,681 5,000 3,494 3,056 19,853

613,910 225,283 6,400 66,625 42,100 273,502

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

令和８年度一般会計予算（案）における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

区分 事業名
令和８年度

財源内訳

特定財源 一般財源

合計

社会福祉

高齢者福祉事業

障害者福祉事業

児童福祉事業

小計

社会保険

国民健康保険事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

小計

保健衛生

医療施策事業

疾病予防対策事業

健康増進対策事業

小計

-
8
-


